
コーチング・パートナーシップ契約書 
本書はコーチ石塚友人と一般社団法人日本パーソナルコーディネーター協会様（以下、「クライア

ント」という。）との間で、令和 3 年 09 月 07 日に締結されたコーチング・パートナーシップ契約書

です。  

 

 

１． 契約の目的 

このコーチング契約の目的は次の通りです。 

（１）コーチングにより期待できる結果を文書化し、双方に誤解のないようにすること。 

（２）コーチング期間中に双方が従うべき基本原則を明確にすること。 

 

 

２． コーチングの対象範囲 

本コーチングでは一般的にビジネスや個人的な目標の達成を目的とするものとします。 

 

 

３． 契約期間 

締結日より基本 6 ヶ月（契約期間を超えてもセッション回数を終えていない場合、その後のサ

ポート延長は協議により決めるものとする） 

※契約は両者の合意があれば更新可能とします。 

 

 

４． 契約サービス 

コーチングプログラム【全 12 回】 （1 回のセッションにつき 1 時間） 

料金：693,000 円(税込み)  

 

 

５． 基本ルール 

a) コミュニケーション 

お互いのメール・メッセンジャー・Facebook グループのメッセージは 48 時間以内に返答す

ることとします。 

ｂ）正直・誠実であること 

正直・誠実でオープンなコミュニケーションを約束します。 

c) 秘密厳守 

コーチ石塚友人はセッション中に話された内容は外部に漏らさないことを厳守します。この

秘密のうちには、契約内容や目標とする結果も含めるものとします。 

ｄ）セッションの予約方法 

予約は原則、各セッションの終了時に、口頭にて行います。 

e）通信 



通常は対面(または ZOOM)を使用してセッションを実施します。ZOOM の品質に問題があ

る時は、携帯電話に切り替えることもあります。この際、通話料金はクライアントに負担い

ただきます。また、そのセッションの音源は録音されません。 

f）予約不履行 

コーチ石塚友人は全てのセッションを予約通り履行することを絶対的にコミットしています

が、全ての予約に対して１００％の保障をしている訳ではありません。  

生命の危機や技術的な問題により、サービスの性質上予約不履行になる場合があります。 

 

 

６．コーチングの頻度 

コーチングセッションは、目安として 10〜14 日に 1 回行われます。 

 

 

７． 料金の支払い 

料金はクライアントが所定の銀行口座に振込することとします。振込先は後日メール（または

SNS）でご連絡します。なお、分割払い（またはカード決済）の場合、手数料をクライアントに負

担いただきます。 

 

 

８． 保証について 

コーチ石塚友人とクライアント、お互いの基準をより高めサポート期間全力で大量行

動を取り続けるために返金の保証などは用意していません。 

ただし、契約期間において、契約が１件も獲得できない場合は、獲得できるまで月に１回程度

の個別コンサル（30〜60分）を提供しながらサポートを続けていきます。その際の日程調整

は、クライアントが行います。 

 

 

９． その他サービス 

コーチングを効果的に行う上で、クライアントとコーチの両者が必要と認めたサービスの料金

については別途協議します。 

 

 

上記の条項に同意し、コーチング・パートナーシップ契約期間はこれらに従うことに同意します。 

 

締結日  令和 3 年 09 月 07 日 

 

クライアント 

住所                                               

遠藤志津佳
中央区日本橋人形町3-8-6



氏名                                               

連絡先                                                 

 

 

コーチ 

住所     〒162-0806 

               東京都新宿区榎町 49−2 

氏名           Ace & Co. 株式会社 代表取締役 石塚友人 

連絡先       090-1116-0136 

遠藤志津佳
一般社団法人日本パーソナルコーディネーター協会代表理事遠藤志津佳

遠藤志津佳
03-6264-8467


